
を
削
り
、
「
並
び
に
」
を
「
及
び
」
に
改
め
、
「
共
済
条
例
及
び
」
を
削
り
、
同
条
第
二
号
中
「
法
」

を
「
農
業
災
害
補
償
法
」
に
、
「
定
款
等
に
お
い
て
組
合
等
」
を
「
定
款
等
の
組
合
」
に
改
め
る
。

第
四
条
を
削
る
。

第
五
条
見
出
し
中
「
常
例
検
査
及
び
」
を
削
り
、
同
条
第
一
項
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
組
合
等

」
を
「
組
合
」
に
改
め
、
同
項
を
第
四
条
と
す
る
。

第
六
条
中
「
福
岡
県
農
業
共
済
組
合
等
検
査
実
施
要
領
」
を
「
福
岡
県
農
業
共
済
組
合
検
査
実
施
要

領
」
に
、
「
組
合
等
」
を
「
組
合
」
に
改
め
、
同
条
を
第
五
条
と
す
る
。

第
七
条
中
「
組
合
等
」
を
「
組
合
」
に
、
「
第
十
二
条
第
一
項
」
を
「
第
十
一
条
第
一
項
」
に
改
め

、
同
条
た
だ
し
書
中
「
お
い
て
」
の
下
に
「
帳
簿
そ
の
他
の
書
類
に
つ
き
」
を
加
え
、
同
条
を
第
六
条

と
し
、
第
八
条
を
第
七
条
と
す
る
。

第
九
条
中
「
ま
で
」
の
下
に
「
の
組
合
の
業
務
及
び
会
計
の
状
況
」
を
加
え
、
同
条
た
だ
し
書
中
「

過
年
度
」
を
「
検
査
基
準
日
の
属
す
る
事
業
年
度
の
前
事
業
年
度
の
開
始
の
日
前
」
に
改
め
、
「
検
査

基
準
日
後
」
の
下
に
「
の
組
合
の
業
務
及
び
会
計
の
状
況
」
を
加
え
、
同
条
を
第
八
条
と
す
る
。

第
十
条
中
「
組
合
等
」
を
「
組
合
」
に
改
め
、
同
条
を
第
九
条
と
す
る
。

第
十
一
条
の
見
出
し
中
「
実
施
」
を
「
原
則
」
に
改
め
、
同
条
中
「
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
を

「
行
う
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
、
同
条
を
第
十
条
と
す
る
。

た
だ
し
、
検
査
の
実
効
性
を
確
保
す
る
た
め
必
要
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
十
二
条
第
四
項
中
「
組
合
等
」
を
「
組
合
」
に
、
「
の
意
見
を
表
明
す
る
に
足
り
る
合
理
的
な
根

拠
」
を
「
を
判
断
す
る
に
足
り
る
基
礎
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
組
合
等
」
を
「
組
合
」
に
改
め

、
同
条
を
第
十
一
条
と
す
る
。

第
十
三
条
第
二
項
中
「
組
合
等
」
を
「
組
合
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
二
条
と
す
る
。

第
十
四
条
第
一
項
中
「
農
業
共
済
組
合
に
つ
い
て
は
」
を
「
組
合
の
」
に
改
め
、
「
、
共
済
事
業
を

行
う
市
町
村
（
以
下
「
市
町
村
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
市
町
村
長
そ
の
他
の
責
任
者
一
人
以
上
」

を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
農
業
共
済
組
合
に
あ
っ
て
は
」
を
「
組
合
の
」
に
改
め
、
「
、
市
町
村
に

あ
っ
て
は
監
査
委
員
」
を
削
り
、
同
条
を
第
十
三
条
と
す
る
。

第
十
五
条
中
「
組
合
等
」
を
「
組
合
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
四
条
と
す
る
。

第
十
六
条
の
見
出
し
中
「
取
引
先
と
」
を
「
取
引
先
」
に
改
め
、
同
条
中
「
組
合
等
の
組
合
員
若
し

く
は
加
入
者
、
組
合
等
の
取
引
先
若
し
く
は
」
を
「
組
合
員
若
し
く
は
加
入
者
、
取
引
先
、
」
に
改
め

、
「
対
し
」
の
下
に
「
、
個
人
情
報
の
保
護
等
に
十
分
に
配
慮
し
た
上
で
」
を
加
え
、
同
条
を
第
十
五

目

次

訓

令
（
第
十
一
号
）

○
福
岡
県
農
業
共
済
組
合
等
検
査
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令�

（
団
体
指
導
課
）
…
…
…
…
…
一

訓

令

福
岡
県
訓
令
第
十
一
号

農
林
水
産
部

　

福
岡
県
農
業
共
済
組
合
等
検
査
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
六
月
十
三
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋

福
岡
県
農
業
共
済
組
合
等
検
査
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

福
岡
県
農
業
共
済
組
合
等
検
査
規
程
（
平
成
二
十
一
年
六
月
福
岡
県
訓
令
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

　

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
　

福
岡
県
農
業
共
済
組
合
検
査
規
程

第
一
条
中
「
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
」
を
削
り
、
「
及
び
共
済
事
業
を
行
う
市
町
村
（
以
下
「
組

合
等
」
と
総
称
す
る
。
）
」
を
「
（
以
下
「
組
合
」
と
い
う
。
）
に
改
め
る
。

第
二
条
中
「
組
合
等
」
を
「
組
合
」
に
、
「
実
態
を
」
を
「
状
況
を
的
確
に
」
に
、
「
個
別
指
導
」

を
「
個
別
の
指
導
監
督
」
に
、
「
事
業
運
営
の
適
正
化
に
資
す
る
」
を
「
正
常
な
事
業
運
営
を
促
進
す

る
」
に
改
め
る
。

第
三
条
各
号
列
記
以
外
の
部
分
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

前
条
に
規
定
す
る
検
査
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

第
三
条
第
一
号
中
「
共
済
事
業
の
実
施
に
関
す
る
条
例
（
以
下
「
共
済
条
例
」
と
い
う
。
）
及
び
」
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条
と
し
、
第
十
七
条
を
第
十
六
条
と
す
る
。

第
十
八
条
中
「
直
ち
に
改
善
に
着
手
で
き
る
よ
う
、
ま
た
、
組
合
等
関
係
者
に
無
用
の
不
安
を
与
え

る
こ
と
が
な
い
よ
う
、
農
業
共
済
組
合
に
あ
っ
て
は
」
を
「
組
合
の
」
に
改
め
、
「
、
市
町
村
に
あ
っ

て
は
市
町
村
長
又
は
監
査
委
員
及
び
そ
の
他
の
責
任
者
」
を
削
り
、
「
理
事
若
し
く
は
監
事
又
は
市
町

村
長
若
し
く
は
監
査
委
員
」
を
「
組
合
の
理
事
又
は
監
事
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
七
条
と
す
る
。

第
十
九
条
第
二
項
中
「
法
令
に
違
反
し
て
い
る
事
項
又
は
組
合
等
の
運
営
上
是
正
若
し
く
は
改
善
の

必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
」
を
「
合
法
性
、
合
目
的
性
及
び
合
理
性
の
観
点
か
ら
組
合
の
業
務
運
営

上
是
正
又
は
改
善
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
重
要
な
指
摘
」
に
、
「
農
業
共
済
組
合
に
あ
っ
て
は

理
事
に
、
市
町
村
に
あ
っ
て
は
市
町
村
長
」
を
「
組
合
の
理
事
」
に
改
め
、
「
と
と
も
に
、
当
該
検
査

書
に
記
載
さ
れ
た
事
項
に
関
す
る
見
解
と
今
後
実
施
し
よ
う
と
す
る
措
置
を
記
載
し
た
回
答
書
の
提
出

を
求
め
る
も
の
と
す
る
」
を
削
り
、
同
条
中
第
三
項
及
び
第
四
項
を
削
り
、
同
条
第
五
項
中
「
法
」
を

「
農
業
災
害
補
償
法
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
を
第
十
八
条
と
す
る
。

第
二
十
条
中
「
知
事
は
、
」
を
削
り
、
同
条
を
第
十
九
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る

。

（
農
林
水
産
大
臣
と
の
連
携
）

第
二
十
条　

組
合
に
お
い
て
、
法
令
、
法
令
に
基
づ
い
て
す
る
行
政
処
分
、
定
款
等
に
違
反
す
る
疑
い

又
は
事
業
の
健
全
な
運
営
を
確
保
し
得
な
い
事
由
が
あ
り
、
そ
の
疑
い
又
は
事
由
が
組
合
又
は
農
業

共
済
組
合
連
合
会
の
双
方
に
関
係
す
る
も
の
で
あ
る
と
知
事
が
認
め
る
場
合
そ
の
他
知
事
が
検
査
の

実
施
に
当
た
っ
て
農
林
水
産
大
臣
の
協
力
が
必
要
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
、
農
林
水
産
大
臣
と
見

解
が
一
致
す
る
と
き
は
、
知
事
は
、
相
互
連
携
の
取
組
を
更
に
徹
底
す
る
観
点
か
ら
、
農
林
水
産
大

臣
と
情
報
を
共
有
し
、
実
態
の
把
握
が
一
層
正
確
か
つ
徹
底
的
な
も
の
と
な
る
よ
う
協
力
し
て
、
検

査
を
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。

第
二
十
一
条
を
削
り
、
第
二
十
二
条
を
第
二
十
一
条
と
す
る
。

様
式
第
一
号
中
「第
13条
関
係

」
を
「第

12条
関
係

」
に
改
め
、
「
（市

町
村

）
」
を
削
る
。

様
式
第
二
号
中
「第

13条
関
係

」
を
「第

12条
関
係

」
に
改
め
る
。

附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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